公　述　申　出　書

上田都市計画汚物処理場の変更(廃止)案（上田市決定）に対し、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

令和　　年　　月　　日

上田市長　土屋　陽一　様

　　　　　　　　　　〒
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ふりがな),氏名)　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

（連絡先(電話番号)　　　　　　　　　　　　　）

利害関係　　　　　有　　　・　　　無　　

意 見 の 要 旨 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（備考）

· 公述申出書を提出された方には、令和８年２月８日に開催予定の公聴会で御意見の公述をしていただきます。

· ただし、公述人が多数で、重複した御意見であった場合は、代表者に公述していただくこともあります。

· 公聴会での御意見の公述は、提出された公述申出書の要旨に沿ってお願いします。

· 御意見の公述時間は、公述人の人数により決定し、受付期間終了後に通知いたします。

· 単に質問事項を列記したものにつきましては、公聴会の主旨から外れるため、無効とさせていただきます。

· 当都市計画変更案に明らかに無関係と判断できる御意見につきましては、無効とさせていただきます。

· 利害関係者とは、市内在住者、あるいは都市計画変更に関わる土地について所有権、賃借権を持っているもの等をいいます。利害関係の無い方の御意見は、参考意見とさせていただきます。
· 区域・位置等を特定して御意見を公述する場合は、２，５００分の１以上の位置図を添付してください。
· 公述申出書の提出先は、閲覧場所（上田市都市計画課、東御市役所建設課、長和町役場住民生活課、青木村役場住民福祉課）です。

· 御意見の要旨を記入した様式（必要事項を備えた任意様式でも構いません）を直接閲覧場所へ御提出いただくか、上田市都市建設部都市計画課宛に郵送してください。（郵送の場合、受付期間必着でお願いいたします。）

· 押印の確認ができないため、ファクシミリ、電子メールでの受付はしておりません。
· 公述申出書の受付期間は、令和８年１月１６日（金）から令和８年１月３０日（金）までになります。

· 郵送先　〒386-8601　上田市大手1－11－16　上田市 都市建設部 都市計画課 

· 問合せ先　都市計画課　電話 0268（23）5134（直通）
